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1 - 用語
①障害の「害」の使用について
②障害か障害者か「者」の位置
付けについて市の考え方は。

本計画では、文部科学省及び東京都教
育委員会の表記に合わせて「障害」と
標記しております。また、児童・生徒
を対象としていることから「障害のあ
る児童・生徒」と表記しております。

2 1

理念の３項目には賛同します。
ただ「インクルーシブ教育シス
テム」の用語解説にあるように
「同じ場で共に学ぶことを追求
する」という言葉は全ての教育
関係者の念頭においていただき
たいので、具体的に分かりやす
いこの言葉を入れていただきた
い。

3 1

今回の基本理念は第１次の基本
理念を引き継ぐもので評価した
い。しかし、この理念の変更は
大きな社会の変化等のない限り
一定期間、例えば１０年間は守
ると位置付け、パブリックコメ
ントの対象外と明示してはどう
か。

4 2 計画期間
「第５期昭島市障害福祉計画素
案」と同一の実施時期となった
ことについては評価したい。

本計画の上位計画である第５次昭島市
総合基本計画、第２次昭島市教育振興
基本計画や他の関連計画との調和を図
りながら策定してまいります。

5 4

平成２８年度の小学校知的障害
特別支援学級の在籍人数が「第
５期昭島市障害福祉計画（素
案）」での数値と異なってい
る。

両計画の数値が同一になるように修正
いたします。なお、平成２８年度の小
学校知的障害特別支援学級の在籍児童
数は４６人です。

6 4

知的障害学級においては中学校
の１学年あたりの在籍数が多い
と考えられるが急増した要因は
何か。

知的障害特別支援学級に就学する児
童・生徒の人数は年度によってばらつ
きがあります。また、中学校進学を機
に通常の学級から知的障害特別支援学
級に入学する生徒もおります。

別紙

「第2次昭島市特別支援教育推進計画（案）」に対するパブリックコメント結果

基本理念

基本理念につきましては、現在の社会
情勢に基づき今後も継続してまいりた
いと考えております。用語解説で示し
ております「インクルーシブ教育シス
テム」の考え方については、今後も教
員対象の研修会や市民向けの説明会や
講演会等で常に発信してまいります。

特別支援学級
の児童・生徒

の状況
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7 5

情緒障害等通級指導学級の在籍
者数の推移が「第５期昭島市障
害福祉計画（素案）」での数値
と異なっている。

本計画の情緒障害等通級指導学級の児
童数の推移は、情緒障害等通級指導学
級に通級している児童と特別支援教室
に通室している児童を合計した人数で
示しております。「第５期昭島市障害
福祉計画（素案）」における通級指導
学級の通級者数の推移は言語障害・難
聴通級指導学級を含めた児童数となっ
ております。また、特別支援教室での
指導に移行した児童は特別支援教室在
学者数の推移の項目に移っておりま
す。そのため、数値が異なっておりま
す。

8 5

情緒障害等通級指導学級（特別
支援教室）と「第5期昭島市障
害福祉計画（素案）」に記載の
ある特別支援学級（情緒障害等
通級指導学級）の違いは何か。

特別支援学級には、毎日特別支援学級
に登校する固定制の学級と週に１日程
度のみ通級する通級制の学級がありま
す。現在、本市では固定制の特別支援
学級は知的障害のみ設置しており、情
緒障害等、言語障害、難聴につきまし
ては通級制の特別支援学級を設置して
おります。特別支援教室は、情緒障害
等通級指導学級での指導を市立小学校
全校で行えるように整備したもので
す。これにより今まで情緒障害等通級
指導学級の設置がなかった学校の児童
が情緒障害等通級指導学級設置校に通
わなければならないことが解消されま
す。

9 5

小学校で情緒障害等通級指導学
級に在籍していた児童の卒業後
の進路について具体的に説明し
てほしい。

情緒障害等通級指導学級に通級してい
る児童は、通常の学級に在籍している
児童ですので、基本的には中学校の通
常の学級に進学します。通級による指
導は小学校卒業時に終了となります。
中学校で引き続き通級指導学級での指
導を希望する場合は、就学相談を実施
し、通級による指導が必要か改めて判
定を行います。

10 5

特別支援教室のおける指導は平
成３０年度から開始が決定され
ているのであれば「開始する」
と断言すべきではないか。

平成３０年度に特別支援教室の指導を
市立小学校全校で開始するため、「開
始する」と文言を修正します
（P3,5）。

11 9

通常の学級に
おける特別な
支援が必要な
児童・生徒の
状況について

「冊子を市内全教職員に配布し
た」と書かれているが、児童・
生徒に直接かかわる「特別支援
教育支援員」にも配布されてい
るのでしょうか。（理解を進め
るために配布してはいかがで
しょうか。）

今年度は特別支援教育の推進と授業改
善を目的に全教職員を対象に冊子を配
布を行っております。特別支援教育支
援員への情報提供は各校で必要に応じ
て行っております。各校での特別支援
教育支援員への研修に積極的に活用し
てまいります。

特別支援学級
の児童・生徒

の状況
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12 12
プラン２
教育内容の充
実

支援を必要としている児童・生
徒の教育や保護者理解の啓発に
ついてはいろいろ書かれていま
すが、「支援を必要としている
児童・生徒の障害を認め、級友
として受け入れ共に教室で学ぶ
仲間と考えられるよう」児童・
生徒の教育についてもプランに
明記していただきたいと思いま
す。

児童・生徒が障害の有無に関わらず共
に学んでいくことは共生社会の実現の
ため、インクルーシブ教育システムの
中で大切な視点であると考えます。プ
ラン４（３）の交流及び共同学習の推
進（P21）、（４）副籍制度の推進を
はじめ（P22）、様々な機会を通して
児童・生徒の理解啓発を図ってまいり
ます。あわせて、プラン４（３）の交
流及び共同学習の推進（P21）に「理
解啓発授業」の実施を加えました。

13
12～
13

昭島市特別支
援教育推進計
画の評価

項目ごとに実施状況が記号で表
示されていて大変分かりやすい
と思います。未実施、未着手の
２項目については着手のための
見通しなど、計画にも書き込ん
でいただきたいです。

未実施、未着手の項目については、関
係機関との連携が必要な項目となって
おりますので、プラン３（１）（仮
称）教育福祉総合センター総合相談窓
口の開設（P19）に合わせて関係機関
との連携の在り方について整理し、教
育と福祉、子育て部門が一体となった
支援ができる体制づくりに努めてまい
ります。

14 -
外国から来日
する人たちに
対する対策を

外国から来日する人の多くは日
本の言葉が話せない、理解でき
ない、風習や習慣、日常生活で
も違ったものを持ったまま来日
してくる人たちもいるという現
実からすると家族全員が障害者
といった観点に立って対応が迫
られているのではないか。

外国籍の児童・生徒をはじめとする日
本語の指導を必要とする児童・生徒へ
の支援については、重要な課題である
と認識しております。「第２次昭島市
教育振興基本計画」において「個に応
じた支援の充実」として日本語指導の
実施を位置付けておりますので、今後
も日本語指導員の派遣等の事業を実施
して支援してまいります。

15 -
手続きについ
て

策定委員に教育委員や市内の現
場の先生の参加が強く求められ
る。策定案に教育長などが参加
しなかったのは疑問が残る。教
育委員会に関連する計画案は教
育委員会の付議事項となる。当
事者である教育長、教育委員会
委員、授業を担当する教員が一
人も参加しないで作成した案に
は不安があり、内容よりも手続
きに疑問を呈したい。

本計画の策定委員には学校教育の現場
の意見を集約していただく役割として
特別支援学級設置校の校長先生４名を
委員にお願いしております。また、都
立特別支援学校の教員や保護者にも委
員として参加していただき様々な立場
の方から意見をいただき策定にあたり
ました。また、パブリックコメント実
施前に定例教育委員会において、本計
画について協議を行いました。


